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◇真駒内駅前地区関連について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 都市計画の内容  

（1）位置  

札幌市南区真駒内幸町１丁目及び２丁目の各一部、３丁目 

真駒内（番地）の一部 

  

事前説明第１・２・３・４・５号 
参考資料 
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（2）都市計画決定及び変更の内容  

ア 用途地域の変更【真駒内幸町３丁目、真駒内（番地）の一部】 

変更前 変更後 

第一種中高層住居専用地域  

（容積率 200％/建ぺい率 60％） 

近隣商業地域  

（容積率 300％/建ぺい率 80％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例   変更する区域 

   近隣商業地域(200/80)     近隣商業地域(300/80) 

第一種中高層住居専用地域(200/60) 
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イ 高度地区の変更【真駒内幸町３丁目、真駒内（番地）の一部】 

変更前 変更後 

33m 高度地区 45m 高度地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例    変更する区域    45m 高度地区    33m 高度地区 

 

ウ 防火地域及び準防火地域の変更【真駒内幸町３丁目、真駒内（番地）の一部】 

変更前 変更後 

指定なし 準防火地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例   変更する区域    準防火地域 
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エ 道路の変更【３・４・43 平岸通】 

 変更区間：南区真駒内緑町 4 丁目地先～南区真駒内幸町 3 丁目地先  

 延長：約 470ｍ  

 幅員：18ｍ→20ｍ  

・線形及び延長の一部変更 

 ・交通広場の決定 

 

▽代表断面 
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▽都市計画道路変更区域（全体）  

 

 

 

  

① 

② 

③ 

都市計画道路「平岸通」  
黒：変更なし 
黄：変更前  
赤：変更後  

①交通広場（約 9,９00 ㎡）  
②交通広場（約 3,５00 ㎡）  
③交通広場（約１,７00 ㎡）  
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オ 地区計画の決定 

【真駒内幸町１丁目の一部及び２丁目の一部、３丁目、真駒内（番地）の一部】 

▽地区計画の概要  

名 称：真駒内駅前地区地区計画  

位 置：札幌市南区真駒内幸町１丁目及び２丁目の各一部、３丁目、  

真駒内（番地）の一部 

面 積：7.9 ha 

地区計画の目標（抄）： 

本計画では、「真駒内駅前地区まちづくり計画」の実現に向けて、当地区の特性

をふまえた土地利用の再編やみどりとにぎわいが感じられる街並みの形成、歩行

者ネットワークの構築などの取組を進めることにより、南区の拠点にふさわしい

市街地の形成を図ることを目標とする。 

※詳細は議案書参照 

※地区整備計画は、公募型プロポーザルによる開発事業者の決定後、提案内容を
ふまえて定めることとする。 

 

２ 経緯  

・  「真駒内駅前地区まちづくり指針」（平成 25 年策定）において、真駒内駅前地

区は、真駒内地域はもとより南区全体の拠点として、駅前地区の再生に向けた

取組を展開することとし、基本方針として「通過型から人が集まる滞留・交流

型の駅前地区を目指す」ことや「駅前地区の活動と交流の広がりで南区全体の

魅力の向上へつなげる」ことを定めた。 

・  また、真駒内は、第２次札幌市都市計画マスタープランにおいて、都市開発の

誘導・基盤整備などの取組を先行的に進める方向性が示された地域交流拠点の

一つとされていることを踏まえ、駅前地区を中心とした滞留・交流空間を充実

させることや、札幌芸術の森・定山渓などの芸術文化・観光拠点や豊かな自然

などの多様な地域資源を有する南区全体の魅力向上に資する拠点の形成を目指

すこととしている。  

・  「真駒内駅前地区まちづくり指針」等に定めたまちづくりの方針を具体化する

ため、有識者等からなる検討委員会や地域住民からなる地域協議会、南区全域

を対象としたアンケート調査等を経て、令和５年に「真駒内駅前地区まちづく

り計画」（以下、「まちづくり計画」という。）を策定し、駅前地区の土地利用及

びまちづくりの取組の方向性を示した。 

 

３ 理由  

・  「まちづくり計画」では、都市機能の集積による生活利便の向上や駅前にふさ

わしい公共空間の充実、交通結節機能の再編などを再編コンセプトとしており、

これらに基づく土地利用計画を定めている。 

・  「まちづくり計画」の実現に向けて、南区の拠点にふさわしい市街地を形成す

るため、都市計画の変更及び決定を行うものである。   
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（参考）真駒内駅前地区まちづくり計画（抜粋）  

土地利用計画図  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各街区について  
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都市計画道路「平岸通」の変更について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


